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企業
不動産

（ＣＲＥ）耐震、アスベスト、土壌
汚染等へ対応

企業会計制度の転換、内
部統制制度等の創設

企業不動産を取り巻く課題

市場競争の激化による
空間価値向上の要請

合理的なＣＲＥ戦略が必要ではないか

企業経営上の課題 土地政策上の課題

影響

適切な不動産情報の収集・開示

不動産流通コスト軽減

その他のボトルネックの解消

不動産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾛｾｽ

IT等を活用した
不動産情報の総

合的な管理

経営・ファイナ
ンスの知識も有
する人材の育成

ガイドライン・
手引きの策定

＜市場環境整備関連＞

バブルの再発・拡大の予防

土地効用の最大発揮

影響

＜企業経営関連＞
そのためには

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

問題の認識

現状の分析・評価

対処方針策定・実施
１１
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不動産市場における企業不動産
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不動産
（法人所有、個人所有、国・地

方等の公的セクター所有）

法人所有不動産
（事務所、店舗、工場、福

利厚生施設等）

収益不動産
（賃貸オフィス、賃貸商

業施設等）

証券化された不動産

資料：国民経済計算年報（平成17年版）、土地基本調査総合報告書（平成18年）、不動産の証券化実態調査（平成18年）

約2,300兆円

約490兆円

約68兆円

約25兆円

約5兆円Ｊリート

（「不動産」、「法人不動産」、「収益不動産」の資産額は平成15年１月１日時点、「証券化された不動産」、「Jリート」の資産額は平成１７年度末時点）

（参考）
全法人の資産規模合計：1,344兆円（簿価）
全法人の所有面積合計：54,000K㎡

（国土面積（38万k㎡）の14％）

（注１）土地基本調査に基づく時価ベースの金額 （注２）法人企業統計に基づく簿価ベースの金額（平成１７年末時点）

（注２）

（注１）

我が国の企業不動産の資産規模推計
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購入額全体に占める法人シェア

売却額全体に占める法人シェア
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購入額 売却額

土地取引に占める企業土地

○ 土地取引に占める企業の存在感は、バブル崩壊後大きく低下したが、割合ベース
においては近年再び増大傾向

土地取引全体に占める法
人取引割合は増加傾向

＜法人部門の土地購入・売却金額＞

金額規模は購入・売却ともに
近年は大きな変化なし。

資料：両図とも国土交通省「平成18年版土地白書・資料編」を基に作成。

＜法人部門の土地取引に占めるシェア＞
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法 人 数 　 　 　 土 地 資 産 額 ① 建 物 　 　 不 動 産 ① + ②

（ 兆 円 ） 所 有 面 積 平 均 単 価 資 産 額 ② （ 兆 円 ） 1 法 人 当 り 構 成 比

（ 億 ㎡ ） （ 千 円 ／ ㎡ ） （ 兆 円 ） （ 億 円 ） （ % ）

製 造 業 1 0 9 , 6 9 0 7 8 . 6 5 7 . 6 1 3 . 6 1 4 . 8 9 3 . 3 8 . 5 1 9 . 1

パ ル プ ・ 紙 2 , 8 8 0 3 . 3 2 5 . 8 1 . 3 0 . 5 3 . 8 1 3 . 1 0 . 8

化 学 2 , 6 3 0 1 0 . 2 3 . 2 3 2 . 3 1 . 3 1 1 . 6 4 4 . 0 2 . 4

鉄 鋼 業 2 , 0 9 0 7 . 8 2 . 4 3 2 . 9 0 . 4 8 . 2 3 9 . 2 1 . 7

電 気 機 械 9 , 0 1 0 7 . 3 1 . 6 4 4 . 2 1 . 9 9 . 2 1 0 . 2 1 . 9

輸 送 用 機 械 5 , 0 7 0 9 . 2 3 . 2 2 8 . 2 1 . 1 1 0 . 3 2 0 . 3 2 . 1

そ の 他 8 8 , 0 1 0 4 0 . 8 2 1 . 4 1 9 . 0 9 . 5 5 0 . 3 5 . 7 1 0 . 3

電 気 業 5 0 7 . 2 1 2 . 1 5 . 9 0 . 3 7 . 5 1 , 5 0 0 . 6 1 . 5

運 輸 業 1 9 , 7 8 0 6 2 . 5 1 8 . 3 3 4 . 1 4 . 3 6 6 . 8 3 3 . 8 1 3 . 6

鉄 道 業 2 4 0 2 6 . 2 8 . 7 3 0 . 0 0 . 8 2 7 . 1 1 , 1 2 7 . 9 5 . 5

道 路 旅 客 ・ 貨 物 1 5 , 6 9 0 9 . 9 2 . 2 4 4 . 6 1 . 8 1 1 . 8 7 . 5 2 . 4

そ の 他 運 輸 3 , 8 5 0 2 6 . 3 7 . 3 3 5 . 9 1 . 6 2 7 . 9 7 2 . 5 5 . 7

卸 売 ・ 小 売 業 1 3 8 , 1 8 0 4 1 . 8 1 4 . 7 2 8 . 4 1 1 . 3 5 3 . 1 3 . 8 1 0 . 8

卸 売 業 6 4 , 7 8 0 2 9 . 2 1 1 . 2 2 6 . 0 5 . 9 3 5 . 0 5 . 4 7 . 2

小 売 業 7 3 , 3 9 0 1 2 . 7 3 . 5 3 6 . 0 5 . 4 1 8 . 1 2 . 5 3 . 7

金 融 ・ 保 険 業 4 , 2 8 0 9 . 8 1 . 2 8 2 . 3 4 . 9 1 4 . 8 3 4 . 5 3 . 0

医 療 、 福 祉 2 1 , 7 7 0 9 . 8 2 . 4 4 0 . 4 1 0 . 3 2 0 . 1 9 . 2 4 . 1

教 育 、 学 習 支 援 1 0 , 3 1 0 2 3 . 3 3 . 9 6 0 . 0 7 . 1 3 0 . 4 2 9 . 5 6 . 2

サ ー ビ ス 業 1 4 4 , 5 3 0 6 8 . 7 4 1 . 9 1 6 . 4 9 . 9 7 8 . 6 5 . 4 1 6 . 0

娯 楽 業 7 , 0 2 0 1 2 . 3 1 1 . 2 1 0 . 9 2 . 0 1 4 . 3 2 0 . 4 2 . 9

宗 教 8 7 , 8 8 0 4 1 . 4 2 0 . 4 2 0 . 3 3 . 4 4 4 . 8 5 . 1 9 . 1

そ の 他 4 9 , 6 3 0 1 4 . 9 1 0 . 3 1 4 . 6 4 . 5 1 9 . 5 3 . 9 4 . 0

建 設 業 ・ 不 動 産 業 1 4 7 , 0 1 0 7 9 . 8 2 7 . 2 2 9 . 4 1 3 . 8 9 3 . 6 6 . 4 1 9 . 1

建 設 業 1 0 2 , 1 3 0 2 5 . 2 1 0 . 7 2 3 . 6 3 . 7 2 8 . 9 2 . 8 5 . 9

不 動 産 業 4 4 , 8 8 0 5 4 . 6 1 6 . 5 3 3 . 1 1 0 . 1 6 4 . 7 1 4 . 4 1 3 . 2

そ の 他 業 種 4 5 , 8 0 0 2 4 . 3 4 4 . 9 5 . 4 7 . 3 3 1 . 7 6 . 9 6 . 5

6 4 1 , 4 0 0 4 0 5 . 8 2 2 4 . 2 1 8 . 1 8 4 . 1 4 8 9 . 9 7 . 6 1 0 0 . 0法 人 合 計

業種別の企業不動産資産規模

法人数が多い
→業種全体の

規模大

法人数が少ない
→１法人当り

規模大

① 産業全体では、製造業、建築業・不動産業、運輸業、卸売・小売業の不動産資産規模が大き
いが、教育学習支援、サービス業（特に宗教）の不動産資産規模も大きい。

② ただし、１法人当り規模では、電気業、鉄道業の規模が圧倒的に大きく、また、運輸業その他
（倉庫業等）化学、鉄鋼業、金融・保険業の規模も大きい。

資料：国土交通省「土地基本調査」から作成。
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業種別の土地資産額の時価・簿価比較

業種別１法人当たり土地資産の時価と簿価の差
（時価-簿価）（会社法人、平成15年）
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資料：国土交通省「土地基本調査総合報告書」（平成18年3月）
注1：簿価部分は「法人企業統計」（財務省）をもとに作成
注2：土地基本調査では、平成15年1月1日及び平成10年1月1日時点の数値を使用した。

法人企業統計調査では、平成15年3月31日及び平成10年3月31日時点の数値を使用した。

業種別１法人当たり時価と簿価の比率
（時価／簿価）の推移（会社法人）
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○ 時価と簿価の差額規模については、業種毎に大きな開きがあり、陸運業や鉱業に
おいて大きくなっている。ただし、時価と簿価の比率自体は平成10年から平成15年に
かけて多くの産業で縮小している。

（％）
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企業の土地所有面積の動向
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（億㎡）

製造業 非製造業（建設・不動産を除く） 建設業・不動産業

217.4 222.2 224.2

資料：国土交通省「土地基本調査」

○ 企業の土地資産の面積規模は大きな変化は見られず、むしろ微増傾向。
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1 9 9 8 年 2 0 0 3 年 　 増 減 数 （ 億 ㎡ ）

（ 億 ㎡ ） （ 億 ㎡ ） 増 減 率 1 9 9 8 年 2 0 0 3 年

製 造 業 5 9 . 1 5 7 . 6 ▲  1 . 5 - 2 . 5 % 2 6 . 6 % 2 5 . 7 %

パ ル プ ・ 紙 2 4 . 4 2 5 . 8 1 . 4 5 . 7 % 1 1 . 0 % 1 1 . 5 %

化 学 3 . 0 3 . 2 0 . 1 4 . 3 % 1 . 4 % 1 . 4 %

鉄 鋼 業 2 . 4 2 . 4 ▲  0 . 0 - 0 . 7 % 1 . 1 % 1 . 1 %

電 気 機 械 1 . 9 1 . 6 ▲  0 . 2 - 1 1 . 8 % 0 . 8 % 0 . 7 %

輸 送 用 機 械 3 . 4 3 . 2 ▲  0 . 2 - 5 . 3 % 1 . 5 % 1 . 4 %

そ の 他 2 4 . 0 2 1 . 4 ▲  2 . 6 - 1 0 . 7 % 1 0 . 8 % 9 . 6 %

電 気 業 9 . 6 1 2 . 1 2 . 4 2 5 . 4 % 4 . 3 % 5 . 4 %

運 輸 業 1 7 . 5 1 8 . 3 0 . 9 4 . 9 % 7 . 9 % 8 . 2 %

鉄 道 業 8 . 6 8 . 7 0 . 1 1 . 5 % 3 . 9 % 3 . 9 %

道 路 旅 客 ・ 貨 物 2 . 5 2 . 2 ▲  0 . 3 - 1 2 . 3 % 1 . 1 % 1 . 0 %

そ の 他 運 輸 6 . 3 7 . 3 1 . 0 1 6 . 5 % 2 . 8 % 3 . 3 %

卸 売 ・ 小 売 業 1 5 . 4 1 4 . 7 ▲  0 . 7 - 4 . 3 % 6 . 9 % 6 . 6 %

卸 売 業 1 2 . 5 1 1 . 2 ▲  1 . 3 - 1 0 . 3 % 5 . 6 % 5 . 0 %

小 売 業 2 . 9 3 . 5 0 . 6 2 1 . 8 % 1 . 3 % 1 . 6 %

金 融 ・ 保 険 業 1 . 5 1 . 2 ▲  0 . 3 - 1 8 . 0 % 0 . 7 % 0 . 5 %

医 療 、 福 祉 1 . 7 2 . 4 0 . 7 4 4 . 3 % 0 . 8 % 1 . 1 %

教 育 、 学 習 支 援 4 . 7 3 . 9 ▲  0 . 8 - 1 7 . 9 % 2 . 1 % 1 . 7 %

サ ー ビ ス 業 3 8 . 1 4 1 . 9 3 . 7 9 . 8 % 1 7 . 2 % 1 8 . 7 %

娯 楽 業 1 3 . 8 1 1 . 2 ▲  2 . 6 - 1 8 . 7 % 6 . 2 % 5 . 0 %

宗 教 1 8 . 4 2 0 . 4 2 . 0 1 0 . 6 % 8 . 3 % 9 . 1 %

そ の 他 5 . 9 1 0 . 3 4 . 4 7 3 . 7 % 2 . 7 % 4 . 6 %

建 設 業 ・ 不 動 産 業 3 2 . 2 2 7 . 2 ▲  5 . 0 - 1 5 . 5 % 1 4 . 5 % 1 2 . 1 %

建 設 業 1 0 . 9 1 0 . 7 ▲  0 . 2 - 1 . 6 % 4 . 9 % 4 . 8 %

不 動 産 業 2 1 . 3 1 6 . 5 ▲  4 . 8 - 2 2 . 6 % 9 . 6 % 7 . 4 %

そ の 他 業 種 4 2 . 4 4 4 . 9 2 . 5 5 . 8 % 1 9 . 1 % 2 0 . 0 %

2 2 2 . 2 2 2 4 . 2 2 . 0 0 . 9 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %

構 成 比

法 人 合 計

業種別の企業土地所有面積の動向

① ストックベースでは、製造業、サービス業、建築業・不動産業の規模が大きい。

② フローでは、不動産業、娯楽業、金融・保険業が大きく低下しているが、サービス業その他、電気業、医
療・福祉、電気業、小売業では大きく増加していることから、法人による土地所有面積の全体規模にはほ
とんど変化は見られなくなっている。

資料：国土交通省「土地基本調査」から作成。
８８
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将来的な企業土地の動向

① 今後、２％の経済成長が持続すると予想すると、名目GDP構成比が、製造業や建設業等で減少する反

面、サービス業や金融・保険業等が増大することから、産業転換が進むことが予想されるが、経済成長も
進むことから、企業全体の土地所有面積は増大していく可能性が高い。

② サービス経済化など産業構造変化のトレンドが企業の土地需要に及ぼす影響は年率▲0.4％程度と推

計される。すなわち、土地の生産性が変わらなければ、企業の土地需要が横ばいとなる経済成長率は年
率0.4％程度であると想定される。

＜業種別付加価値当り土地面積を用いた土地需要予測＞

注１：2010年及び2015年の各業種の名目GDP構成比は、96～2004年の実績値のトレンドを単回帰推計し、その回帰式を用いて予測した。
注２：2004年以降の名目GDP成長率を年率２％と想定して、2010年及び2015年の名目GDPを算出し、これに各業種のGDP構成比を乗じて業種別GDPを予測した。
注3：業種別土地所有面積の直近実績（03年）を業種別名目GDP実績（03年）で除することにより、業種別付加価値当り土地面積（①÷②）を算出し、これを各業種の

予想GDPに乗じて2010年及び2015年の業種別土地面積を予測した。
資料：国土交通省「土地基本調査」、内閣府「国民経済計算」から作成。

① ÷ ②
（ ㎡ / 百 万 円 ）

2 0 0 3 年 2 0 1 0 年 （ 予 ） 2 0 1 5 年 （ 予 ） 2 0 0 3 年 2 0 1 0 年 （ 予 ） 2 0 1 5 年 （ 予 ） 2 0 0 3 年 2 0 0 3 年 2 0 1 0 年 （ 予 ） 2 0 1 5 年 （ 予 ）

農 林 水 産 業 ・ 鉱 業 2 ,9 9 3 2 ,9 6 6 2 ,9 4 5 8 .8 8 .8 8 .7 3 3 8 .4 1 .7 % 1 .5 % 1 .3 %

製 造 業 5 ,7 6 4 5 ,8 6 8 5 ,8 9 6 1 0 2 .7 1 0 4 .6 1 0 5 .1 5 6 .1 2 0 .1 % 1 7 .8 % 1 6 .2 %

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 1 ,2 3 2 1 ,4 2 3 1 ,5 3 9 1 2 .8 1 4 .8 1 6 .0 9 6 .0 2 .5 % 2 .5 % 2 .5 %

情 報 通 信 業 8 0 9 7 1 1 2 1 1 .2 1 3 .6 1 5 .7 7 .1 2 .2 % 2 .3 % 2 .4 %

運 輸 業 1 ,8 3 1 2 ,0 5 3 2 ,2 1 6 2 3 .3 2 6 .2 2 8 .3 7 8 .4 4 .6 % 4 .5 % 4 .4 %

卸 売 ・ 小 売 業 1 ,4 7 5 1 ,4 3 3 1 ,3 6 3 6 5 .8 6 3 .9 6 0 .9 2 2 .4 1 2 .9 % 1 0 .9 % 9 .4 %

金 融 ・ 保 険 業 1 2 0 1 5 7 1 9 2 3 4 .1 4 4 .8 5 4 .7 3 .5 6 .7 % 7 .6 % 8 .4 %

サ ー ビ ス 業 6 ,2 1 2 7 ,9 8 4 9 ,4 6 9 1 6 0 .6 2 0 6 .4 2 4 4 .8 3 8 .7 3 1 .4 % 3 5 .1 % 3 7 .7 %

建 設 業 1 ,0 6 9 9 5 4 8 4 3 3 3 .0 2 9 .5 2 6 .0 3 2 .4 6 .5 % 5 .0 % 4 .0 %

不 動 産 業 1 ,6 4 9 2 ,0 8 9 2 ,4 6 9 5 9 .6 7 5 .6 8 9 .3 2 7 .6 1 1 .6 % 1 2 .9 % 1 3 .8 %

合 　 　 　 　 　 計 2 2 ,4 2 3 2 5 ,0 2 5 2 7 ,0 4 4 5 1 2 .1 5 8 8 .2 6 4 9 .5 4 3 .8 1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 %

（ 2 0 0 3 年 対 比 、 年 率 ） 1 .6 % 1 .6 % 2 .0 % 2 .0 %

参 考 ： G D P ゼ ロ 成 長 ケ ー ス 2 1 ,7 8 6 2 1 ,3 2 4

（ 2 0 0 3 年 対 比 、 年 率 ） - 0 .4 % - 0 .4 %

土 地 所 有 面 積 ① （ 百 万 ㎡ ） 名 目 G D P ② （ 兆 円 ） 名 目 G D P 構 成 比
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土地集約度の業種間格差

＜主要業種別の付加価値100万円当り土地所有面積＞

○ 主要業種の2003年の付加価値当り土地所有面積（土地生産性の逆数）を98年と比較すると、

不動産業と金融・保険業を除き大半の業種で増加（生産性が低下）している。なお、サービス業
では、生産性の上昇傾向は見られない。

資料：国土交通省「土地基本調査」、内閣府「国民経済計算」から作成。
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企業経営にとっての企業不動産
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土地のリスク資産化

○ バブル崩壊以降、土地神話は崩壊し、法人の土地購入規模は大きく低下。
ただし、近年では購入の増加の傾向も見られる。

資料：国土交通省「平成18年版土地白書・資料編」の図表43、国土交通省「地価公示」を基に作成。

＜三大都市圏の地価と法人の土地売買ネット額の推移＞
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図表　今後１年間の購入の理由（一般事業法人）
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資料：「企業の土地投資動向調査」
 注1：今後１年間の土地購入意向があるとする企業に対し、その主な目的を一つ聞いたもの。
 注2：一般事業法人とは、建設業及び不動産業を除いた業種の法人。

新たな拠点を設けるため 現在のものが手狭になった

現在の立地条件よりも良い物件を探していたため 資産として自社物件を保有するため

投資用物件として取得するため 本業の一環

その他（％）

一般事業法人の土地購入意識

○ 景気の回復・地価の下げ止まり傾向の影響からか、最近では、投資目的での土地
購入を検討する一般事業法人も増えてきている。
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バブル時の一般事業法人の投資行動

○ 一般事業法人はバブル崩壊後も土地購入を続けるなど、建設・不動産業に比べ、
土地市場への対応が遅れる傾向が見られる。

図表　資本金１億円以上の企業の購入土地面積の推移
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資料：「企業の土地取得状況等に関する調査」
　注：平成８年及び平成１５年については異常値を排除。

建設業・不動産業

その他

（ｈａ）

（年）
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企業活動に直結しない不動産の売却動向
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社宅・従業員宿舎

グランドなどの福利厚生施設

（k㎡）

図表　社宅・従業員宿舎、グラウンドの面積の推移

資料：国土交通省「土地基本調査」
　注：平成15年の数値は速報による。

(年)

○ バブル崩壊後、社宅・従業員宿舎、福利厚生施設など企業活動に直結しな
い不動産がマンション供給適地などとして売却されたことが推測される。

明らかに減少。
企業による売却
が予想される。

＜法人所有の社宅・従業員宿舎、グラウンド等の面積の推移＞



16

法人所有の空き地面積の動向
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製造業（比率） 非製造業（比率） 建設業・不動産業（比率）

566

449

629

40％増

資料：国土交通省「土地基本調査」

○ 一般事業法人の土地購入意識が増加傾向が見られる一方で、所有土地において
は空き地の面積規模が増大している。特に、非製造業における空き地の増加が大きい。
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長期借入金

短期借入金

（年度末）

企業の金融機関借入金の状況

注：全産業ベース。資料：財務省「法人企業統計」から作成。

短期借入金 長期借入金 合計 （単位：兆円）

83年度 108                      103 211

ピーク時 220（93年度） 310（98年度） 509（95年度）

05年度 114                       204                   318

短期借入金 長期借入金 合計 （単位：兆円）

83年度 108                      103 211

ピーク時 220（93年度） 310（98年度） 509（95年度）

05年度 114                       204                   318

○ 企業の金融機関からの借入金は1990年代まで大幅な増加を続けたが、2000年代に
入り大きく減少した。
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今後土地は必ず

しも有利な資産

ではないため

（34.5%）

事業所の進出・撤退

が柔軟に行えるため

（56.4%）

コスト面を考えると賃

借の方が有利である

ため

（49.5%）

初期投資が所有

に比べて少なくて

済むため

（35.9%）

そ

の

他

＜土地・建物の借地・賃借が有利になると考える理由＞

（平成16年度「土地所有・利用状況に関する企業行動調査」（㈱ﾆｯｾｲ基礎研究所）を基に作成）

0.0
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（年）

（
％

）

今後、所有が有利になる 今後、賃借が有利になる その他

＜今後、土地・建物について「所有」と「借地・賃借」のどちらが有利と考えるか＞

（平成17年度「土地所有・利用状況に関する企業行動調査」（㈱ﾆｯｾｲ基礎研究所））

(7.3%)

企業不動産の所有・賃借意向の動向

○ バブル崩壊以降、「持たざる経営」的意識が拡大したが、近年では「所有が有利」と
考える企業も微増傾向。

微増傾向
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◇ グローバルにも国内的にも、企業間の競争が激化。

◇ 限られた期間でマーケットシェアを確保し、競争力を維持するためには、短期間で大規模に投資する必要。

◇ オンバランスで自ら資産を取得することには限界があり、賃借形式等も活用したオフバランスで低コストの
不動産取得を実施。

商業施設面積規模 ： 約２倍の規模に
（４９，６３２㎡ → ９３，４５５㎡）

※開店時期の早い５店舗（１～５）と最近開店した
５店舗（１４～１８）について、それぞれの算術平均を比較

１９９２年～１９９６年 ： 「土地＋建物」をオンバランスで所有（所有権）

１９９９年頃～ ： 「土地」のオフバランス化（借地権）、さらには
「土地＋建物」のオフバランス化も（建物賃貸借）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

開店時期 1992年 1993年 1993年 1995年 1996年 1996年 1999年 2000年 2000年 2000年

所在地 青森県西津軽郡 秋田県秋田市 千葉県富津市 青森県上北郡 三重県鈴鹿市 大分県下毛郡 岡山県倉敷市 千葉県成田市 愛知県岡崎市 高知県高知市

商業施設面積 35,989㎡ 65,194㎡ 32,425㎡ 48,000㎡ 66,554㎡ 31,348㎡ 71,706㎡ 65,913㎡ 69,118㎡ 54,190㎡

事業方式 所有権 所有権 所有権 所有権 所有権 所有権 普通借地権 所有権＋普通借地権 事業用借地権 建物賃貸借

11 12 13 14 15 16 17 18

開店時期 2001年 2001年 2001年 2002年 2003年 2003年 2004年 2004年

所在地 愛媛県新居井浜市 愛知県知多郡 神奈川県大和市 富山県高岡市 岩手県盛岡市 群馬県太田市 静岡県浜松市 大阪府泉南市

商業施設面積 50,215㎡ 56,334㎡ 33,153㎡ 64,534㎡ 74,784㎡ 120,008㎡ 68,126㎡ 139,822㎡

事業方式 普通借地権 所有権＋普通借地権 所有権 普通借地権 所有権＋普通借地権 普通借地権 所有権＋普通借地権 事業用借地権 2004年までの開店実績

商業施設のオフバランス化 事業用地の大規模化

＜あるショッピングセンター開発管理業者が手掛ける店舗の例＞

事業用借地権の活用事例①

○ 競争激化による大規模な集中投資の必要性の上昇は、借地権等の
活用によるオフバランスでの不動産取得を促進
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事業用借地権の活用事例②

資料：国土交通省「平成17年版土地白書」
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工場立地における借地割合の動向

＜工場の借地立地件数と全立地件数に対するその割合＞

○ 工場立地の場合、撤収がなければ半永久的に用地は活用されるため、基本的に土地の取得・所
有が選択されるケースが多い。ただし、2000年以降、初期投資額の軽減などのために、借地立地が
志向され、全体の立地件数に占める割合が2割前後になっている。

資料：経済産業省「平成17年度工場立地動向調査」から作成。
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商業施設型ＲＥＩＴ「フロンティア不動産投資法人」

・JTの全額出資により設立された「フロンティア・リート・マネ
ジメント株式会社」により、平成１６年に設立

・ＪＴが保有する遊休地及び将来遊休化が見込まれる土地に
ついて、賃貸用商業施設の建築等による有効活用及びその
資産価値の向上を図っている

・JTとのパイプライン契約によりJT閉鎖工場跡地の開発計画
と連携して工場跡地を開発

＜ジョイフルタウン岡山＞

ＪＴ岡山工場跡地を商業施設とアミューズメントテーマパークに転用し、

都市再生を行った事例

◇証券化手法の活用により、リスクの区分け、

リスクの小口化によるリスクのトランチング（細

分化）が可能となり、実物不動産のままであれ

ばリスクの大きかった不稼働不動産に投資を

振り向けることが容易に

対象不動産の効用が発揮されることとなり、

適正な土地利用の確保に貢献

◇不稼働不動産に資金流入がもたらされ、

不稼働不動産の稼動化に重要な役割を発揮

証券化手法の活用による不稼働不動産の稼働化

ＪＴ工場跡地の活用

○ 証券化手法の活用による倒産隔離、リスクの細分化により、リスクの大きい不稼働
不動産に資金が流入
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6911.7
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<不動産証券化の実績の推移>

出所：国土交通省「不動産の証券化実態調査」

注1:ここでは、不動産流動化の全体的なボリュームを把握する観点から、証券を発行したもの(狭義の証券化)に限定せず、

借入れ等により資金調達を行ったもの(広義の証券化)も対象としている。

注2:「Jリート以外のうち、リファイナンスまたは転売されたもの」

Jリート以外での信託受益権の証券化のうち、リファイナンスまたは転売との報告等があった物件の資産額である。

そのため、実際の額はこれより大きい可能性がある。なお、平成14年度以前についてはこの項目は調査していない。

注3:Jリートについては、投資法人を1件としている。

注4:内訳については四捨五入をしているため総額とは一致しない。

注5:平成17年度分の値は速報値

不動産投資市場の拡大

累計

約２５兆円
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減損会計の企業への影響①

○ 減損会計は企業財務に多大な影響を及ぼしたと考えられる。

＜東証１部上場企業の減損損失（連結ベース）＞
　 　 　 　 　 　 　 単 位 ： 億 円

減 損 損 失 ① 経 常 利 益 ② ① ÷ ② 企 業 数 減 損 損 失 ① 経 常 利 益 ② ① ÷ ②

2 0 0 3 年 度 8 ,4 4 4 2 1 ,1 4 9 3 9 .9 % 8 0 8 ,5 7 0 2 3 ,4 7 5 3 6 .5 %

2 0 0 4 年 度 1 6 ,3 7 1 4 0 ,0 5 9 4 0 .9 % 2 5 4 1 9 ,4 0 0 8 4 ,7 9 0 2 2 .9 %

2 0 0 5 年 度 1 2 ,6 9 6 3 5 ,0 7 2 3 6 .2 % 7 9 3 2 0 ,3 0 8 1 5 8 ,9 0 5 1 2 .8 %

減 損 規 模 上 位 5 0 社 （ 集 計 値 ） 東 証 1 部 上 場 ・ 減 損 計 上 企 業 （ 集 計 値 ）

（資料）有価証券報告書から作成。

減損規模上位５０社では、経常
利益の約４割もの減損規模

東証一部上場企業約1700社のうち、

５０％近い企業が減損を計上

※ なお、ニッセイ基礎研究所の調査によれば、東証１部上場企業の減損損失額のうち、土地の
占める割合は2003年度で約７割、2004年度で約６割となっている。

○ 減損会計導入が企業財務に与えた影響

２００４年３月期決算～早期適用可能

２００５年４月 ～完全実施

○ 減損会計の導入



25

減損会計早期適用

減損計上額2004年度上位10業種の経年比較
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資料：中央青山監査法人（現みすず監査法人）資料に基づき住信基礎研究所作成

比較的先行して実施

＜減損計上額2004年度上位10業種の経年比較＞

減損会計の企業への影響②

○ 減損会計は適用の時期に差はあるものの、多くの産業において一定規模以上の
処理を実施。
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土地再評価法等の活用

○ 減損会計に先立って導入された土地再評価法等を活用した企業も多い。

企業の事業用の土地をすべて再評価し、その評価益もしくは評価損を貸借対照表上に計上すること
を可能とした法律。1998年に導入され、2002年3月末までのいずれか一回の決算期に適用可能で、当

初は金融機関、大会社のみ適用可能であったが、その後、一般企業が広く利用しやすいように改正さ
れた。

○ 土地再評価法

○ 土地再評価を実施した企業は約４５０社

＜土地再評価差額ランキング（単独ベース）＞

▲111日立メディコ446住友重機械工業10

▲113青山商事448ジャパンエナジー9

▲117クラヤ三星堂487名古屋鉄道8

▲119バンダイ534南海電気鉄道7

▲121大塚商会780阪神電鉄6

▲136森精機製作所847いすゞ自動車5

▲142上新電機1,253マツダ4

▲171三井ホーム1,323近畿日本鉄道3

▲209日栄2,117三井不動産2

▲500三井不動産販売3,998三菱地所1

差損差益

（単位：億円）

資料：日本経済新聞社「ゼミナール現代会計入門 第５版」

※ なお、子会社の含み損を解消するため、子会社間の合併という手段を用いた例も多かったと思われる。これは、合併
における会計手法で時価評価を適用するパーチェス法を用い、一方の子会社の方が他方の子会社よりも規模が大き
い組合せで合併行うことにより、含み損を処理するという手法である。
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民法第７１７条

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその

損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなけ
ればならない。

所有権に内在する不法行為責任

建築基準法第８条
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければ

ならない。

廃棄物処理法第５条
土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。）は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を

保つように努めなければならない。

土壌汚染対策法第７条
都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で

定める基準に該当する指定区域内の土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度に
おいて、当該土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置（以下「汚染
の除去等の措置」という。）を講ずべきことを命ずることができる。

公共の福祉との関連での責務

不動産に関連する様々な責務

○ 不動産には土壌汚染などの固有のリスクがあり、それに伴って、所有者等に係る
様々な責務が存在することから、企業においても自らが関連する不動産について、こ
れらリスクに適切に対処することが求められる。
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不動産関連の社会的リスク

○ 企業不動産における耐震、アスベスト等の対策については、未だ十分な対策がと
られていないもの多い。

指
導
に
よ
り
対
応

予
定

指
導
中

指
導
予
定

256,025 202,779 16,401 4,546 11,851 2,546 8,140 1,165

比率 100.0% 79.2% 6.4% 1.8% 4.6% 1.0% 3.2% 0.5%

19,425 14,948 1,967 583 1,384 137 1,247 0

18,302 11,295 1,258 21 1,237 148 1,089 0

15,451 12,403 807 129 678 93 295 290

10,656 7,974 1,021 739 282 143 137 2

大阪

愛知

東京

福岡

露
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応
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み

未
対
応

調
査
対
象

調
査
報
告
有
り

　　　全　　数

○耐震問題：建築物のストック推定（2003年時点）

資料：国土交通省「耐震診断・改修の状況」

○既存建築物における吹付けアスベストに関する調査

資料：国土交通省「民間建築物における吹付けアスベストに関する調査
結果について」（2006年3月31日）

住宅 非住宅

全数
約4,700万戸 約340万棟

耐震性を満たすと推定
（全数に対する割合）

約3,550万戸
（約75％）

約220万棟
（約65％）

耐震性が不十分と推定①
（全数に対する割合）

約1,150万戸
（約25％）

約120万棟
（約35％）

床面積ベース（推定）
①×② 約97,700万㎡ 約78,500万㎡

（参考）全国着工平均床面積②
　

約85㎡/棟 約654㎡/棟

東京ドーム約
17,000個分
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土壌汚染リスクの高まり

＜土壌汚染調査・対策事業の受注実績＞

資料：(社)土壌環境センター「土壌汚染状況調査・対策に関する実態調査結果」
から作成。

＜年度別の土壌汚染判明事例＞
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注1：集計の対象は、75年度以降に都道府県・政令市が把握した土壌汚染調査の事
例であるが、都道府県・政令市が75年度以降に把握した、74年度以前に行われ
た調査件数についても計上している。

注2：超過事例は、土壌環境基準又は指定区域の指定基準に適合していないことが
判明した事例。

資料：環境省「平成１６年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例
等に関する調査結果」から作成。

超過事例
累計約1,900件

○ 土壌汚染については、近年、環境基準を超える事例として報告されるものが増加
しており、それに伴って、対策調査の受注件数・額も増加している。
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企業における空間価値の高まり

＜2006年本社移転事例（135件）の移転動機＞

35.8%

27.5%

18.6%

8.8%

5.4%
1.5%1.5%

分散オフィスの集約化

スペースの見直し

ロケーションの見直し

オフィス環境の見直し

保有→賃借

建替一時移転

立退

賃借→保有

その他

資料：三菱UFJ信託銀行不動産コンサルティング部「現代オフィス戦略」より引用。

■ FMの先進企業がつくるオフィス

1980年代後半よりFMの導入を進めてきたソニー。その根本にあるのは理

想の職場を実現するという経営理念。オフィスづくりにおいても、現在の経
営課題である「ソニーを1つにする求心力」を生む本社を目指した。

■ コミュニケーションを活発化する画期的な工夫
ﾋﾞﾙのコアを南北両端に設置し、中央に広い空間を確保。コアの１つはコ
ミュニケーションエリアと位置づけ、人が集まるスペースを設置するだけで
なく上下階との間をエスカレーターでつないだ。

■ 縦と横で自由に人が行き来できるレイアウト
エスカレーターと高速エレベーター、中央階に設置した社員食堂などの共
用施設、ﾌﾛｱを貫通する広い道路などにより移動の利便性を大幅に向上。
自由に行き来することでコミュニケーションの機会を飛躍的に増やした。1階
から19階までエスカレーターでつながれたことにより、ﾌﾛｱ間の移動が容易
となった。

■ 汎用的なユニバーサルデザインでコスト削減
多様な業務に使えるテーブル席を固定し、利用方法は各部門に任せる方
式でスペース効率は全体で9％向上。レイアウト変更工事の50％以上の削
減で年間5～10億円のコストセーブを可能に。

■ ワンストップサービスで大きな満足感
ユーザーへのオフィスサービスを担当する「総務」は、1人のスタッフがすべ
ての分野を横断的に担当するワンストップ方式を採用。担当者は単なる事
務処理ではなく、FMそのものの意味を考えて行動するようになった。なお、
ソニー総務センターの委託を請けたソニーファシリティマネジメント（SFM）が
サイトマネジメントの中核を担う。

＜ソニー新本社オフィス（Sony City）の特徴＞

資料：三幸エステート「オフィスマーケット2007.Ⅱ」より引用。

単純なスペースの見直し以外
の空間価値向上目的とも言え
る要因も多い。

○ 企業活動において、空間価値の向上に関心を寄せる企業が増加している。
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商業施設の大規模化

＜大店立地法に基づいて出店届出がなされた
商業施設の店舗面積＞
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注：大型店は店舗面積1万㎡以上とした。
資料：経済産業省HPから作成。

＜ショッピングセンター（SC）：開店した店舗数と店舗
当たり平均面積の推移＞

資料：日本ショッピングセンター協会「ショッピングセンター用語辞典」から作成。

＜イオンモールが手掛ける大型SCの目安＞

【敷地面積】 10万㎡以上

【商業施設面積】 6万㎡以上

【店舗数（核店舗、専門店）】 130店以上

【駐車場台数】 3,500台以上

【敷地面積】 10万㎡以上

【商業施設面積】 6万㎡以上

【店舗数（核店舗、専門店）】 130店以上

【駐車場台数】 3,500台以上

【2004年にオープンした6店舗】

・1店舗当たり平均140億円

（注）6店舗のいずれも借地案件

【2004年にオープンした6店舗】

・1店舗当たり平均140億円

（注）6店舗のいずれも借地案件

＜ダイヤモンドシティが開発した大型SCの投資額＞

資料：「企業不動産（CRE）戦略と企業経営」『ニッセイ基礎研REPORT2006年8月号』から引用。 資料：同左。

増加傾向 増加傾向

○ 商業施設の大規模化が進展しており、巨額な投資額が必要となってきている。
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工場の拠点集約化と大規模化

＜工場用地の1事業所当たり敷地面積と事業所数の推移＞

資料：経済産業省｢工業統計調査｣から作成。

＜工場用地の1件当たり新規立地面積の推移＞
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バブル崩壊後、全体の敷地面積は微減に転
じたものの、事業再編による事業所数の減少
が効き、工場用地の大型化が加速
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電気機械、電子デバイスで新規立地
の工場面積が大型化

資料：経済産業省「工場立地動向調査」から作成。

＜工場用地の1件当たり新規立地面積の規模別割合＞

資料：経済産業省「工場立地動向調査」から作成。
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○ 工場の大規模化も進展しており、特に、電気・電子機器関連産業でその傾向が顕著になってきている。
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工場用地の生産性

○ 製造業においても、工場用地の生産性は若干低下傾向にある。特に中小企業の
工場用地における生産性は、大企業に大きく水をあけられている。

用地面積の高止まり
と生産性の低下傾向
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生産性に大き
な違いがある。
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土地市場にとっての企業不動産
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企業の土地投資計画は年度途中で上方修正され
ていく傾向があり、2006年度の投資実績（2007
年６月調査）ではさらに膨らむ可能性がある。

【2006年度計画の前年度比伸び率が高い業種】

（億円） 2005年度 2006年度（計画） 高い伸び率の背景

不動産 9,604 12,820 （+33.5％） 大企業、中堅企業

小売 2,992           3,396 （+13.5％） 中小企業

対個人ｻｰﾋﾞｽ 1,206 3,785 （+213.8％） 中堅企業

情報ｻｰﾋﾞｽ 214 1,317 （+516.9％） 中小企業

○ 一般企業の土地投資が再び増加傾向になってきており、特に情報サービスや対個人
サービス業、不動産業で伸び率が高くなっている。
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＜企業の土地投資（新規取得）の推移＞

資料：日本銀行「日銀短観」（06年12月調査）から作成。

注：2006年度会社計画は2006年12月調査の数値。
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資料：日本銀行「日銀短観」から作成。

＜企業の土地投資計画の修正推移（前年度実績比増減率）＞

再び増加傾向に入った企業の土地投資



36

企業の内部留保の現状

○ 景気の回復に伴って、企業の内部留保額は増大傾向にあり、その資金がどこへ
向かうのかについて、動向を注視する必要がある。
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注：全産業ベース。資料：財務省「法人企業統計」から作成。

＜積み上がる余剰キャッシュ＞
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CSR（企業の社会的責任）と不動産管理

＜夏の尾瀬ヶ原の風景＞

資料：東京電力HP「尾瀬と東京電力／尾瀬の写真館」より引用。

資料：「企業不動産（CRE）戦略と企業経営」『ニッセイ基礎研REPORT2006年8月号』から引用。

東京電力は、ミズバショウの群生で知られ、国立公園および特別天然記念物に指定されている尾瀬のうち群馬県側のほぼすべて、
尾瀬全体（尾瀬ヶ原、尾瀬沼を含む特別保護地区）の7割に当る6,096万㎡の土地を所有している。また尾瀬に連なる戸倉山林も所有し
ており、これらの面積を合わせると山手線の内側の約３倍に相当する広さになると言う（東京電力ホームページ）。仮に山手線の内側の
面積を約6,000万㎡とすれば、約1.8億㎡と推定され、同社の社有地全体の敷地面積（単体ベースの2004年度末で約2.64億㎡）のほぼ
三分の二に達する。

同社は群馬県内の所有地を中心に約20kmの木道を湿原に敷設し維持管理を行うなど、尾瀬の自然保護に長年取り組んでいる。ま
た首都圏の水がめでもある戸倉山林では、尾瀬の自然を守る緩衝地帯として、より水源涵養機能の高い理想的な森林とするため、ブ
ナ植林ボランティア活動も行っている。

○ 公共性の強いエリアに広大な不動産を所有する一般企業も存在し、その場合には、
ＣＳＲの観点からも適切な不動産管理が求められる。
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所有権
・

普通借地

土地神話 土地有効活用促進 不良債権処理 不動産会計の時価会計化

土地信託
・
定借

所有権
・

普通借地

土地信託
・

定借

証券化
・

信託受益権取引

○ 今後の企業経営は、実物不動産だけを見ているだけでは不十分で、会社分割、Ｍ＆Ａも視野に入れた経営
戦略的不動産利活用が必要。

○ 併せて、今後の土地政策も不動産概念の進化にあわせた再構築が必要。

所有権
・

普通借地

会社分割
・

Ｍ＆Ａ
・

自己信託
・

デリバティブ

土地信託
・
定借

証券化
・

信託受益権取引

所有権
・

普通借地

・迅速な不良債権処理のため、証
券化手法が活用された。

・不動産証券化では、約８割が信
託受益権化されていると推定さ
れ、信託受益権まで含めた不動
産概念が必要。

・決算対策上、価格変動に応じて、迅速
に不動産処理が行えるようにしておく
ことが求められる。

→ 実物不動産だけでなく株式形式での
不動産所有等も考慮する必要。

不動産概念の進化…「実物」から「金融と融合した資産」へ

３８３８
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制度インフラの改変と企業不動産
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2005年 ４月～ 固定資産の減損会計完全実施

４月～ リース会計基準変更（ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取引のｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ基準厳格化）

４月～ 金融商品取引法（内部統制部分）施行

2007年

2009年

４月～ 棚卸資産（販売用不動産）に対する低価法適用

４月（予定）～ ＳＰＣ開示対象の拡大 ※ 2007年１月26日～ ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施
（注）ＳＰＣ連結基準の厳格化について検討が継続中

１月～ ＥＵ上場企業に対する国際会計基準義務付け（ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｪﾝｽ問題）

2008年

：会計関係 ：内部統制関係 ：会社法・信託法関係

５月～ 会社法（三角合併部分）施行

2006年
12月～ 改正信託法公布（自己信託制度創設）
※ 施行は１年６ヶ月以内（自己信託部分は施行後１年適用停止）

６月 改正証券取引法（金融商品取引法）公布 ※ 施行は原則１年６ヶ月以内

施行

施行

施行

今後CRE戦略に影響を与える各種制度改正
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自己使用不動産

投資不動産

販売用不動産

（棚卸資産）

企
業
不
動
産

固
定
資
産

証
券
化
不
動
産

減損会計
（2005年度～）

時価会計
（2009年以降？）

低価法
（2008年度～）

証券化対象不動産
が工場などにも広
がりつつある。

ＳＰＣ開示対象
の拡大

（2007年度～）
（予定）

リ
ー
ス
不
動
産
（
主
に
賃
貸
建
物
）

ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取引のｵﾌ
ﾊﾞﾗﾝｽ基準厳格化
（2008年度～）

※原則時価（時価を採用しない
場合には貸借対照表に時価を注記）

減損強化
（2009年以降？）

自己使用不動産・販売用不動産以外の不動産で、賃貸収
益もしくは資本増加またはその両方を目的として保有す
る不動産

Ｍ＆Ａ会計

パーチェス法
による時価評価

（2009年以降？）

基本的傾向：企業不動産の会計は、取得原価から時価会計に変化

※現在は、取得原価を引き
継ぐ持分プーリング法との
併用が可能

※現在は、時価が50％以上下落している
場合に強制評価減が適用されている。

※SPCオフバランス要件の厳格化
については、現在議論が継続中

各種制度改正が企業不動産に与える影響（企業会計）
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○ 土地神話の崩壊、減損会計の導入等の会計制度の転換などにより、不動産
マーケットの動向が直接企業経営に影響を与えるようになってきている。

これまで 今後

不動産
マーケット

企業経営 企業経営

恒久的に地価上昇が続く一方で企業会計も
固定資産は取得原価で計上していたため、
不動産マーケットの動向が企業経営に直接
影響を与えることはなかった。

土地神話が崩壊し、不動産がリスク資産に
なるとともに、企業会計も固定資産の時価
会計化が進展し、不動産市場の価格変動が
企業経営（特に決算対策）に直接影響を与
えるようになった。

不動産
マーケット

土地市場と企業経営
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企業会計制度の転換①（固定資産の減損会計）

○ 導入の時期

２００４年３月期決算～早期適用可能

２００５年４月 ～完全実施

減損の判定単位
となる資産また
は資産グループ
の特定化

特定化した資産
または資産グ
ループについて
収益性が低下し
ていないかどう
かを判定

対象資産につい
て割引前将来
キャッシュフ
ローの総和と簿
価を比較し、減
損損失を認識。

対象資産について、
回収可能額（正味
売却価額と使用価
値（割引現在価
値）のいずれか高
い方）と簿価の差
額を損失処理

＜減損処理の流れ＞

（グルーピング） （減損の兆候の把握） （減損の認識） （減損損失の処理）

○ 固定資産の減損会計とは
資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一

定の条件の下、資産の回収可能性を反映させるように貸借対照表の簿価を
減額する会計処理のこと。

※収益性の低下とは、例えば対象資
産の市場価格が簿価より50％以上下
落している場合等が挙げられる。
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企業会計制度の転換②（棚卸資産への低価法適用）

○ 販売用不動産（棚卸資産）の低価法適用とは
棚卸資産（企業が販売または加工を目的として保有する資産で、不動産

であれば販売用不動産）の資産評価について、原則原価法・例外低価法で
あったものを、低価法に一本化する会計基準の変更。

○ 導入の時期

２００８年３月３１日以前～早期適用可能

２００８年４月 ～完全実施

（2008年４月～：低価法）（これまで：強制評価減）

販売用不動産

評価減実施

販売用不動産

時価が簿価に比べて概ね５０％
以上下落している場合（かつ回
復可能性のない場合）

評価減実施

時価が簿価を下回った場合

※時価とは正味売却価
額のこと。
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会計制度のコンバージェンス問題

●会計基準を巡る国際的動向
会計基準のコンバージェンス（収斂）の動きが加速化

ＥＵ域内で上場する企業に国際会計基準または同等の基準の使用を義務づけ

→ 国際会計基準と日本基準が事実上収斂することとなる。

2005年 ＥＵ加盟国企業

2007年 第三国企業

2009年 日米加等の企業

（いわゆる「2009年問題」）

○ 会計基準の世界標準化が進展しつつあり、その結果は企業活動ひいては企業に
よる不動産資産の活用・管理のあり方に大きな影響を与える可能性がある。

会計２００９年問題
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会計基準の国際比較（全体像）

資料：第１１回企業会計審議会企画調整部会資料より

○ 国際会計基準との比較において、我が国の企業不動産に影響を与え得る重要な差異は多い。

４６４６
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○ 減損会計についても、会計制度のコンバージェンスの流れの中で、より厳格化する
可能性がある。

日本基準 米国基準国際会計基準

減損テスト

戻入れなし戻入れあり（のれんを除く）戻入れなし

公正価値
回収可能額（正味売却価値と
使用価値のいずれか高い方

回収可能額（正
味売却価値と使
用価値のいずれ

か高い方

割引前将来
キャッシュフロー

回収可能額（正味売却価値と
使用価値（将来キャッシュフ
ローの割引現在価値）のどち

らか高い方）

割引前将来
キャッシュフロー

測定

減損損失
の戻入れ

割引前の将来キャッシュ
フローでは、割引後より
も高く出るため、回収可
能額へ統一がされれば、
減損すべき資産がより
多く認識される可能性が
ある。

そもそも、簿価との比較対象額が減損テスト時と測定
時で異なっているのは論理的ではない。

→早期に解消を迫られる可能性あり。

簿価との間で差益が出ても、資産価値への反
映ができないため、国際会計基準適用企業と
の間で不利になる可能性がある。

資料：第１１回企業会計審議会企画調整部会資料を基に作成

国際会計基準の影響①（減損会計）
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国際会計基準の影響②（投資不動産）

○ 投資不動産の時価会計化とは
投資不動産（ 自己使用不動産・販売用不動産以外の不動産で、賃貸収益

もしくは資本増加またはその両方を目的として保有する不動産）について、
時価評価を適用する会計処理のこと。

○ 導入の時期

未定（国際会計基準では既に適用されており、会計のコンバージェンス（例えば、
2009年１月のＥＵ上場企業に対する国際会計基準義務付け）の流れの中で

2009年以降適用される可能性がある。）

（国際会計基準）（国内基準）

簿 価
（原 価）

【投資不動産】

時 価

【投資不動産】

近い将来？

※現行基準では、そもそも「投資不動産」という区分はない。 （注）原則時価（時価を採用しない
場合には貸借対照表に時価を注記）
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利用現況別の企業土地資産額（2003年）

資料：国土交通省「土地基本調査」から作成。

○ 棚卸資産（販売用不動産は約２１兆円であるが、投資不動産は少なく見積もっても約７５兆円
（空き地＋その他＋賃貸用住宅）とかなりの規模になる。

(注）国際会計基準において投資不動産とは、「自己使用不動産・販売用不動産以外の不動産で、賃貸収益もしくは資本増加
またはその両方を目的として保有する不動産」となっている。

　 　 　 　 　 　 （ 単 位 ： 兆 円 ）

事 務 所
工 場 ・倉

庫
店 　 舗

福 利 厚 生
施 設

駐 車 場 ・
資 材 置 場

空 き 地
鉄 道 ・ 送
配 電 他

宗 教 用 施
設 ・用 地

文 教 用 施
設

法   人 　 合 　 計 405 .8 72 .6 6 8 .0 3 0 .3 1 9 .0 1 4 .5 1 1 .8 4 8 .1 3 3 .4 2 2 .1 4 0 .6 2 3 .0 2 0 .9
（構 成 比 ） 100 .0 % 1 7 .9 % 16 .8 % 7 .5 % 4 .7 % 3 .6 % 2 .9 % 1 1 .9 % 8 .2 % 5 .5 % 10 .0 % 5 .7 % 5 .2 %

　 建 設 業 25 .2 12 .3 3 .1 0 .6 1 .1 2 .6 1 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 .2 0 .8 2 .3

　 製 造 業 78 .6 11 .0 4 7 .9 2 .3 6 .0 2 .5 2 .8 0 .0 0 .0 0 .1 4 .6 0 .5 0 .5

食 料 品 7 .5 1 .6 4 .1 0 .3 0 .5 0 .3 0 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .3 0 .1 0 .1

化 学 工 業 10 .2 1 .9 6 .1 0 .2 1 .0 0 .2 0 .4 0 .0 0 .0 0 .0 0 .4 0 .0 0 .1

鉄 鋼 業 7 .8 0 .2 6 .1 0 .1 0 .9 0 .1 0 .2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0 .1

一 般 機 械 器 具 7 .3 1 .5 4 .5 0 .1 0 .6 0 .2 0 .1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0 .0

輸 送 用 機 械 器 具 9 .2 1 .0 5 .2 0 .4 1 .0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .9 0 .0 0 .1

そ の 他 36 .5 4 .8 2 2 .0 1 .2 2 .0 1 .4 1 .5 0 .0 0 .0 0 .0 2 .9 0 .3 0 .2

電 気 業 7 .2 0 .5 0 .1 0 .0 0 .7 0 .1 0 .1 5 .3 0 .0 0 .0 0 .4 0 .0 0 .0

運 輸 業 62 .5 6 .0 4 .5 1 .5 1 .3 1 .5 0 .7 3 8 .9 0 .0 0 .1 4 .2 0 .3 3 .2

鉄 道 業 26 .2 0 .5 0 .1 0 .8 0 .8 0 .3 0 .5 1 9 .3 0 .0 0 .1 1 .9 0 .1 1 .7

道 路 旅 客 ・貨 物 9 .9 4 .6 2 .4 0 .6 0 .2 1 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .0 0 .6 0 .1 0 .2

そ の 他 運 輸 26 .3 0 .9 2 .0 0 .1 0 .4 0 .3 0 .1 1 9 .5 0 .0 0 .0 1 .6 0 .1 1 .4

卸 売 ・小 売 業 41 .8 16 .0 6 .9 1 0 .3 1 .9 2 .2 1 .0 0 .0 0 .0 0 .1 1 .8 0 .8 0 .6

卸 売 業 29 .2 14 .2 5 .7 3 .0 1 .5 1 .4 0 .7 0 .0 0 .0 0 .0 1 .4 0 .5 0 .6

小 売 業 12 .7 1 .8 1 .2 7 .3 0 .3 0 .9 0 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .5 0 .3 0 .1

金 融 ・保 険 業 9 .8 4 .9 0 .1 1 .2 2 .3 0 .2 0 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .3 0 .1 0 .4

不 動 産 業 54 .6 10 .1 1 .4 4 .3 0 .8 1 .6 1 .7 0 .2 0 .1 0 .1 3 .9 1 7 .7 1 2 .3

医 療 、 福 祉 9 .8 0 .9 0 .0 0 .2 1 .6 0 .4 0 .1 0 .0 0 .0 0 .5 5 .9 0 .1 0 .0

教 育 、 学 習 支 援 業 23 .3 0 .5 0 .0 0 .1 0 .5 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 1 9 .7 2 .1 0 .0 0 .0

サ ー ビ ス 業 68 .7 4 .9 1 .8 7 .2 1 .6 2 .0 2 .0 0 .5 3 3 .1 1 .4 9 .7 2 .6 1 .4

娯 楽 業 12 .3 0 .5 0 .1 6 .0 0 .3 0 .5 0 .4 0 .0 0 .0 0 .1 4 .2 0 .1 0 .1

宗 教 41 .4 0 .4 0 .1 0 .2 0 .7 0 .6 0 .5 0 .0 3 2 .9 0 .5 3 .2 2 .1 0 .1

そ の 他 14 .9 4 .0 1 .6 1 .0 0 .6 1 .0 1 .1 0 .5 0 .2 0 .8 2 .3 0 .4 1 .2
そ の 他 業 種 24 .3 5 .4 2 .0 2 .4 1 .1 1 .1 1 .9 3 .2 0 .1 0 .2 6 .4 0 .2 0 .1

固 定 資 産

事 業 系 福 利 厚 生 系 ・遊 休 資 産 公 益 系

そ の 他
賃 貸 用 住

宅

総 　 数
棚 卸 資 産
（ 販 売 用 ）

４９４９
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国際会計基準の影響③（企業結合会計）

○ 企業結合会計におけるパーチェス法への一本化とは
企業結合（Ｍ＆Ａ）における資産評価の基準について、従来持分プーリ

ング法（簿価評価）とパーチェス法（時価評価）の併用であったものを
パーチェス法に一本化する会計処理のこと。

○ 導入の時期

未定（国際会計基準では既に適用されており、会計のコンバージェンス（例えば、
2009年１月のＥＵ上場企業に対する国際会計基準義務付け）の流れの中で

2009年以降適用される可能性がある。）

資料：「不動産評価の実務」（（財）日本不動産研究所）を基に作成

持分プーリング法の資
産・負債の引継ぎ方法

パーチェス法の資産・
負債の引継ぎ方法

会計処理

企業

帳簿価額

帳簿価額

帳簿価額

時価
被取得企業

（持分プーリング法の場
合には「持分の結合」）

取得企業
（持分プーリング法の場
合には「持分の結合」）

（注）日本においては、2005年度より持分プーリング法とパーチェス法の併用となっている。
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その他の企業会計制度の転換（ＳＰＣ開示対象の厳格化）

○ ＳＰＣ開示対象の厳格化とは
連結財務諸表を作成する場合において、出資者等の子会社に該当しない

ものとして推定されたＳＰＣについて、連結財務諸表の注記事項に当該
ＳＰＣとの取引の概要等を記載することを求める会計基準変更
※ 2007年１月26日～ パブリックコメント実施

○ 導入の時期（予定）

２００７年３月３１日以前～早期適用可能

２００７年４月 ～完全実施

○ 開示対象（予定）

① 開示対象ＳＰＣを利用した取引の概要及び開示対象ＳＰＣの概要

② 開示対象ＳＰＣとの取引金額等

（注）ＳＰＣについては、出資者等の子会社に該当するか否かの基準について、国際的にも議論
されているところであり、企業会計審議会においても引き続き議論が継続中である。
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日本版ＳＯＸ法に基づく内部統制制度の概要

〈開示制度の充実〉
◆内部統制報告書の提出（2008年４月～適用）

内部統制の定義（目的）
（１） 業務の有効性及び効率性
（２） 財務報告の信頼性
（３） 法令等の遵守
（４） 資産の保全

内部統制の基本的要素
（１） 統制環境
（２） リスクの評価と対応
（３） 統制活動
（４） 情報と伝達
（５） モニタリング
（６） ＩＴへの対応

フレームワーク（日本版ＣＯＳＯ）

不動産関連業務についても、そのガバナンスについて適切な内部統制が
求められる一方で、その具体的な方法については明確な基準はない。

日本に特有
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米SOX法（企業改革法）の概要

１．404条（財務報告に関する内部統制）で求められる認証事項

①適切な内部統制の構築及び維持は経営者の責任であることの表明

②内部統制の有効性を評価するために経営者が採用したフレームワークの明示
③会計年度末時点における経営者の内部統制が有効であるかどうかの評価
④監査法人が財務報告に係る内部統制に関する経営者の評価についての監査報告書を発行した

という旨の記述

２．財務諸表作成の信頼性に合理的な保証を提供するための方針と手順

●報告企業の資産の取引と処分を妥当な詳細さと正確さにより記録維持するもの。

●報告企業の財務諸表に重要な影響を与えうる未承認の資産の購入・利用、処分に対する予防や
タイムリーな発見について合理的な保証を提供するもの。

３．経営者の評価のための基準

●SECは適切で認知されている内部統制フレームワークと規定。

●SECはCOSO（トレッドウェイ委員会組織委員会）の内部統制・統合フレームワークがこの要件を
満たしているとした。このため、各社ともCOSOフレームワークを採用している。

４．適用時期（米国上場企業）
【米国企業】

●大企業（時価総額7,500万ﾄﾞﾙ以上）：04年11月15日以降に終了する事業年度

●その他：08年12月15日（当初は同05年7月15日）←小規模企業への適用について4度目の延期を発表（昨年末）

【3月期決算の日本企業】07年3月期 ※日立製作所、ソニーなど26社がニューヨーク証券取引所などに上場

１．404条（財務報告に関する内部統制）で求められる認証事項

①適切な内部統制の構築及び維持は経営者の責任であることの表明

②内部統制の有効性を評価するために経営者が採用したフレームワークの明示
③会計年度末時点における経営者の内部統制が有効であるかどうかの評価
④監査法人が財務報告に係る内部統制に関する経営者の評価についての監査報告書を発行した

という旨の記述

２．財務諸表作成の信頼性に合理的な保証を提供するための方針と手順

●報告企業の資産の取引と処分を妥当な詳細さと正確さにより記録維持するもの。

●報告企業の財務諸表に重要な影響を与えうる未承認の資産の購入・利用、処分に対する予防や
タイムリーな発見について合理的な保証を提供するもの。

３．経営者の評価のための基準

●SECは適切で認知されている内部統制フレームワークと規定。

●SECはCOSO（トレッドウェイ委員会組織委員会）の内部統制・統合フレームワークがこの要件を
満たしているとした。このため、各社ともCOSOフレームワークを採用している。

４．適用時期（米国上場企業）
【米国企業】

●大企業（時価総額7,500万ﾄﾞﾙ以上）：04年11月15日以降に終了する事業年度

●その他：08年12月15日（当初は同05年7月15日）←小規模企業への適用について4度目の延期を発表（昨年末）

【3月期決算の日本企業】07年3月期 ※日立製作所、ソニーなど26社がニューヨーク証券取引所などに上場
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米SOX法適用の実例～米サン・マイクロシステムズ

●サン・マイクロのFORM10-K＊（年次財務報告書）での記載箇所（2006年6月期）

【ITEM9A．CONTROLS AND PROCEDURES】

①財務情報の開示に係る内部統制の有効性についての経営者の評価

・具体論ではなく手続論を記述。企業間で記述に大きな差異はない。

②経営者による財務報告に係る内部統制報告書

・具体論ではなく手続論を記述。企業間で記述に大きな差異はない。
・経営者の内部統制報告に対する外部監査報告書の掲載頁を記載。

③財務報告に係る内部統制の変更（※なければ記載不要）
・財務報告に係る前年度の重大な欠陥・不備に対する当該年度の対応策を記述。
・サン・マイクロは、「法人税引当」という具体的科目に関する05年6月期の重大な不備に対応して、

06年6月期に実施した内部統制の強化策を記述。

【Report of Independent Registered Public Accounting Firm】

・経営者の内部統制報告に対する外部監査報告書

＊日本企業など米国外企業の場合、FORM20-Fと言う。

●サン・マイクロのFORM10-K＊（年次財務報告書）での記載箇所（2006年6月期）

【ITEM9A．CONTROLS AND PROCEDURES】

①財務情報の開示に係る内部統制の有効性についての経営者の評価

・具体論ではなく手続論を記述。企業間で記述に大きな差異はない。

②経営者による財務報告に係る内部統制報告書

・具体論ではなく手続論を記述。企業間で記述に大きな差異はない。
・経営者の内部統制報告に対する外部監査報告書の掲載頁を記載。

③財務報告に係る内部統制の変更（※なければ記載不要）
・財務報告に係る前年度の重大な欠陥・不備に対する当該年度の対応策を記述。
・サン・マイクロは、「法人税引当」という具体的科目に関する05年6月期の重大な不備に対応して、

06年6月期に実施した内部統制の強化策を記述。

【Report of Independent Registered Public Accounting Firm】

・経営者の内部統制報告に対する外部監査報告書

＊日本企業など米国外企業の場合、FORM20-Fと言う。

○ 不動産関連業務についての記載は開示文書には記載されていない。
→ 当然、適切なマネジメントなされていることが内部・外部監査で求められているは

ずである。 ５４５４
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その他の制度改革①（会社分割、M＆A制度）

●会社法制の見直しによる影響

◆会社分割制度の変更（2001年の商法改正）
多様な会社分割の方式が可能に

⇒ 不動産資産を売却によらず、税制上有利な会社分割方式を採用
して切り出すことも現実的な選択肢として浮上してくる可能性があ
る。

◆合併等対価の柔軟化（2007年５月施行）
外国企業の日本国籍100％子会社と日本企業間の株式交換に

よる合併（三角合併）の解禁

⇒ 日本企業の保有する優良不動産資産を狙った外国企業による
M＆Aが容易に。
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その他の制度改革②（信託制度）

●信託法制の見直し（2006年12月公布）

社会経済情勢の変化に応じた信託法制の抜本的な
見直し

〈多様な信託の利用形態に対応〉
◆自己信託

委託者が自ら受託者となる信託類型を創設
◆事業信託

債務について信託可能
◆受益権の有価証券化

信託制度を活用した不動産資産の流動化が
現在より容易になる可能性がある。



57

求められるCRE戦略
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日産不動産

日産ネットワーク
ホールディングス

資産管理会社

（存続会社）

連結販売会社
５２社

販売事業会社

（非分割会社）

統合
2006年7月

分割
2006年4月 名称変更 2006年7月

販売店舗
千数百物件を所有・賃借

販売店舗
二百数十件を

所有・賃貸

ＮＴＴ
ファシリティーズ

業務委託

【日産自動車の事例】
連結販売会社の不動産管理の変更

・連結販社52社を事業会社と資産所有・管理会社に分割（2006年4月）

・資産管理会社を日産不動産と合併、日産不動産を日産ネットワークホール
ディングスに社名変更（2006年7月）

・不動産の使用と管理（所有・賃借・建築）を分離

組織再編による資産管理機能統合
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米国の先行事例：サン・マイクロシステムズ

【サン・マイクロシステムズのCREマネジメント】

●専任組織はワークプレース・リソース（WR）。総責任者は専任のシニアバイスプレジデ

ントであり、独自のカウンシルを持つ。ファイナンス機能としてファイナンス部門のWR専
任のコントローラーが配置されている。

●WR部門のスタッフは100人強。世界は３つの地域（Americas,APAC,EMEA）に分けられ、

ＡＰＡＣヘッドクウォーターはシンガポールに置く。日本単独では設備投資の決定権限は
一切ない。 ※APAC：アジアパシフィック、EMEA：欧州・中東・アフリカ

●不動産の投資計画を立てる際、DCF法などを理解した上でプロポーザルを作成しない

と、上司の決裁は下りないしくみ。

●設備投資計画において事業部が用地取得から一貫で行うことは許されない。WR部門

が立地選定から上物の構築までを行い、その範囲ではオーナーシップとバジェットはす
べてWR部門が持つ。機械装置は部門予算となる。設備投資プロジェクト全体において
もWR部門は、事業部に対してコンサル的なポジションを取ることになる。

●全世界のFMを含む全ての不動産業務をジョーンズ ラング ラサール（JLL）に完全委

託。サンの米国本社のスタッフが、当社だけのために構築したJLLのデータソース（賃
料比較データなど）にアクセスして、それに基づいて判断を下す形を取る。JLLに「任せ
て終わり｣ではなく、同社が提示するプロポーザルやデータなどをチェックしていく能力
が求められる。

【サン・マイクロシステムズのCREマネジメント】

●専任組織はワークプレース・リソース（WR）。総責任者は専任のシニアバイスプレジデ

ントであり、独自のカウンシルを持つ。ファイナンス機能としてファイナンス部門のWR専
任のコントローラーが配置されている。

●WR部門のスタッフは100人強。世界は３つの地域（Americas,APAC,EMEA）に分けられ、

ＡＰＡＣヘッドクウォーターはシンガポールに置く。日本単独では設備投資の決定権限は
一切ない。 ※APAC：アジアパシフィック、EMEA：欧州・中東・アフリカ

●不動産の投資計画を立てる際、DCF法などを理解した上でプロポーザルを作成しない

と、上司の決裁は下りないしくみ。

●設備投資計画において事業部が用地取得から一貫で行うことは許されない。WR部門

が立地選定から上物の構築までを行い、その範囲ではオーナーシップとバジェットはす
べてWR部門が持つ。機械装置は部門予算となる。設備投資プロジェクト全体において
もWR部門は、事業部に対してコンサル的なポジションを取ることになる。

●全世界のFMを含む全ての不動産業務をジョーンズ ラング ラサール（JLL）に完全委

託。サンの米国本社のスタッフが、当社だけのために構築したJLLのデータソース（賃
料比較データなど）にアクセスして、それに基づいて判断を下す形を取る。JLLに「任せ
て終わり｣ではなく、同社が提示するプロポーザルやデータなどをチェックしていく能力
が求められる。
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アンケート調査に見るＣＲＥ戦略の現状①

＜CREを集中的に管理する部署の有無＞

＜不動産の管理業務に関わっている部門＞
【回答企業数60社】 ※複数回答あり

（注）上記棒グラフは、各管理業務項目ごとの回答総数を100として指数表示して

いる（棒グラフ内の数値は回答企業数を示す）。

【回答企業数65社】

資料：KPMG FAS「企業不動産（CRE）の管理状況に関するアンケート調査」（2006年2月）

65社合計

1社不明

13社10億円

17社10～50億円

12社50～100億円

13社100～500億円

3社500～1,000億円

6社1,000 億円以上

資本別割合

65社合計

4社その他

2社金融・保険業

3社運輸業

4社サービス業

5社建設業

5社不動産業

6社小売業

10社卸売業

26社製造業

業種別割合

＜回答企業（65社）の概要＞

○ 不動産を集中的に管理する体制が整備されている企業は未だ少ない。
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アンケート調査に見るＣＲＥ戦略の現状②

資料：KPMG FAS「企業不動産（CRE）の管理状況に関するアンケート調査」（2006年2月）

＜不動産の管理体制についての認識＞

【回答企業数58社】 ※複数回答あり

○ しかしながら、現状の不動産管理体制に問題意識を感じている企業も多い。
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アンケート調査に見る設備投資の意思決定の実態

02年8月
調査

04年11月
調査

①原則として投資採算の定量的評価（収益率、回収
期間等）が高いものを優先

66% 56%

②投資採算の定量的評価以外の要因（数字に表せ
ない定性的要因）もかなり加味

34% 44%

注：当設問における対象企業数は02年8月調査：1,928社、04年11月調査：1,747社。

○個別投資案件の意思決定（全産業）

70% 71%

23% 24%

10% 12%

41%

3% 5%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

2002年8月調査
(1,880社)

2004年11月調査
(1,647社)

①投資回収年数 ②内部利益率（IRR） ③正味現在価値（NPV）

④投下資本利益率（ROI） ⑤その他

○投資案件の定量的評価に際して重要
視している指標（全産業）

資料：日本政策投資銀行「企業の設備投資行動とイノベーション創出に向けた取り組み」から作成。

○ 日本政策投資銀行による設備投資アンケート調査によれば、個別投資案件の意思決定において定
量的評価の優先度が低下（02年調査→04年調査）。収益水準の回復に伴い、長期的な戦略投資や環
境対策など短期的に収益を生みにくい投資を行うリスク負担力が増していることが背景にあると分析。

○ 重視している定量的評価手法としては、「投資回収年数」を挙げた企業が圧倒的に多いことに変わ
りはなく、企業の投資スタンスが確実性重視となっていると指摘。「IRR」や「NPV」を挙げた企業は若干
上昇しているが、回答率は多くない。将来予測が困難などテクニカルな面でNPVによる投資採算評価
が行いにくいことや、投資回収期間の方がわかりやすく社内にも浸透していること等を指摘。
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設備投資の意思決定手法における資本コストの導入①

１．定量評価手法の違い

●設備投資など事業投資の意思決定手法として、日本企業の間で最も多く用いられている「投資回収

期間」は、投資額が将来的にどの程度の期間のキャッシュ・フローで回収できるかを算出するもの。資
本コストなどのハードルレートや回収期間以降のキャッシュ・フローが考慮されない等の欠点がある。

●正味現在価値（NPV）及び内部収益率（IRR）は投資回収期間の欠点を補いうるものであり、米国企業

の定量評価の主流と言われる。NPVは投資案件の期待キャッシュ・フローの現在価値の総和から初
期投資額を控除したものであり、NPVがプラスの場合に投資を行う。NPV算出のための割引キャッ
シュ・フロー法（DCF法）においては、割引率に資本コストを用いる。IRRはNPVをゼロにする割引率を
指し、IRRが必要収益率を超過する場合に投資を行う。ここで必要収益率に資本コストを用いると、
IRRはNPVと同一の投資判断結果をもたらすこととなる。

２．資本コストの導入

●資本コストとして加重平均資本コスト（WACC）を用いることが多い。WACCは以下の算式で算出する。

WＡＣＣ＝負債コスト×〔負債÷（負債＋株主資本）〕＋株主資本コスト×〔株主資本÷（負債＋株主資本）〕

ただし、株主資本コスト＝リスクフリーレート＋β×（市場平均利回り－リスクフリーレート）

株主資本コスト（＝株式の期待収益率）は上記の資本資産価格モデル（CAPM）に基づく算式により
推計される。株主資本コストでは、株式市場の超過収益率であるマーケットリスクプレミアムに当該企業
の相対リスク度を表すβ値（注）を乗じた値がリスクフリーレート（長期国債金利）に加算されるため、株主
資本コストひいてはWACCは基本的に借入金利率より高い水準となる。

（注）当該企業の株価と市場全体の株価の動きとの相関関係を示し、当該企業の事業リスクを反映する。正の値。

１．定量評価手法の違い

●設備投資など事業投資の意思決定手法として、日本企業の間で最も多く用いられている「投資回収

期間」は、投資額が将来的にどの程度の期間のキャッシュ・フローで回収できるかを算出するもの。資
本コストなどのハードルレートや回収期間以降のキャッシュ・フローが考慮されない等の欠点がある。

●正味現在価値（NPV）及び内部収益率（IRR）は投資回収期間の欠点を補いうるものであり、米国企業

の定量評価の主流と言われる。NPVは投資案件の期待キャッシュ・フローの現在価値の総和から初
期投資額を控除したものであり、NPVがプラスの場合に投資を行う。NPV算出のための割引キャッ
シュ・フロー法（DCF法）においては、割引率に資本コストを用いる。IRRはNPVをゼロにする割引率を
指し、IRRが必要収益率を超過する場合に投資を行う。ここで必要収益率に資本コストを用いると、
IRRはNPVと同一の投資判断結果をもたらすこととなる。

２．資本コストの導入

●資本コストとして加重平均資本コスト（WACC）を用いることが多い。WACCは以下の算式で算出する。

WＡＣＣ＝負債コスト×〔負債÷（負債＋株主資本）〕＋株主資本コスト×〔株主資本÷（負債＋株主資本）〕

ただし、株主資本コスト＝リスクフリーレート＋β×（市場平均利回り－リスクフリーレート）

株主資本コスト（＝株式の期待収益率）は上記の資本資産価格モデル（CAPM）に基づく算式により
推計される。株主資本コストでは、株式市場の超過収益率であるマーケットリスクプレミアムに当該企業
の相対リスク度を表すβ値（注）を乗じた値がリスクフリーレート（長期国債金利）に加算されるため、株主
資本コストひいてはWACCは基本的に借入金利率より高い水準となる。

（注）当該企業の株価と市場全体の株価の動きとの相関関係を示し、当該企業の事業リスクを反映する。正の値。 ６３６３
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設備投資の意思決定手法における資本コストの導入②

３．事業投資の意思決定における資本コスト導入の意義

●株主資本コストには当該企業のリスクプレミアム（＝β×（市場平均利回り－リスクフリーレート））が

織り込まれるため、WACCの水準は基本的に長期プライムレートなど間接金融コストを上回る。

●このため、WACCをDCF法における割引率やハードルレートとして導入している場合、地価が大幅に
上昇した土地の取得や十分なキャッシュ・フローを生んでいない不動産の保有を維持することが、借
入金利に基づいて投資判断・事業評価を行う場合に比べて、難しくなると考えられる。

●一般事業会社におけるWACCの導入は、合理的な企業不動産の投資意思決定手法の普及につなが
り、過剰な土地投資行動や不稼働資産の温存を予防的に回避し、土地需要や地価に対してスタビラ
イザー機能として働き、また、適正な土地利用を促す可能性があると思われる。

３．事業投資の意思決定における資本コスト導入の意義

●株主資本コストには当該企業のリスクプレミアム（＝β×（市場平均利回り－リスクフリーレート））が

織り込まれるため、WACCの水準は基本的に長期プライムレートなど間接金融コストを上回る。

●このため、WACCをDCF法における割引率やハードルレートとして導入している場合、地価が大幅に
上昇した土地の取得や十分なキャッシュ・フローを生んでいない不動産の保有を維持することが、借
入金利に基づいて投資判断・事業評価を行う場合に比べて、難しくなると考えられる。

●一般事業会社におけるWACCの導入は、合理的な企業不動産の投資意思決定手法の普及につなが
り、過剰な土地投資行動や不稼働資産の温存を予防的に回避し、土地需要や地価に対してスタビラ
イザー機能として働き、また、適正な土地利用を促す可能性があると思われる。
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企業の経営目標の変化と見るべき指標の変化

規模の最大化規模の最大化

・売上高

・市場占有率

・経常利益

収益性・資本効率収益性・資本効率

・売上高利益率

・総資本利益率
（ＲＯＡ）

・自己資本利益率
（ＲＯＥ）

企業価値の最大化企業価値の最大化

・ﾈｯﾄ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ･ﾊﾞﾘｭｰ（NPV）

↓

・資本コスト概念の導入

●企業の経営目標の変化

企業の目標が単純な規模の拡大から、「企業価値」
の最大化へと変化しつつある。
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ＣＲＥ戦略の一般的特徴

① 不動産を「企業価値を最大限向上させるための資源」として捉え
る
→ 所有以外にも定借、証券化等あらゆる可能性を探って企業価値向上に資する

最適な選択を実施

② 必要な場合には、組織や会社自体の再編も視野に入れた戦略

→ 会社分割、会社統合、アウトソーシング等を実施

③ ＩＴを最大限活用して不動産情報に関わるデータベースなど情報
システムを構築

→ 不動産情報の一元管理に不可欠

④ 全社的視点に立った「ガバナンス」、「マネジメント」を重視

→ 数値化、マニュアル化を通じ、最適な合理的選択を客観的、再現可能的に行え
るようにする

① 不動産を「企業価値を最大限向上させるための資源」として捉え
る
→ 所有以外にも定借、証券化等あらゆる可能性を探って企業価値向上に資する

最適な選択を実施

② 必要な場合には、組織や会社自体の再編も視野に入れた戦略

→ 会社分割、会社統合、アウトソーシング等を実施

③ ＩＴを最大限活用して不動産情報に関わるデータベースなど情報
システムを構築

→ 不動産情報の一元管理に不可欠

④ 全社的視点に立った「ガバナンス」、「マネジメント」を重視

→ 数値化、マニュアル化を通じ、最適な合理的選択を客観的、再現可能的に行え
るようにする

○ CRE戦略に関する明確な定義はないが、一般的な特徴は以下の通り。

６６６６
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CRE戦略の課題
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求められる基本的な不動産マネジメントプロセス

・不動産に関する様々な問題についての意識の明確化

可
視
化
・
明
確
化
が
必
要

問題の認識

・不動産の現状についての把握・分析・評価

現状の分析・評価

・具体的対処方針の策定・実施
・所有・売却・賃貸・信託・証券化・アウトソース
等の活用基準

・ガバナンス体制
・人材育成・各種専門家の活用

対処方針の立案・実施

・
監
査
結
果
を
受
け
た
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
見
直
し

・
内
部
・
外
部
監
査
の
実
施

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

従
来
の
不
動
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
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代表的なマネジメントシステム等の比較

○ 様々なマネジメントシステムは構築されているが、もっぱら不動産を目的と
したマネジメントシステムは構築されていない。

（参考）「マネジメントシステム」とは組織が方針及び目標を定め、その目標を達成するためのシス
テム（ISOでの定義）であって、通例、P（Plan）・D（Do）・C（Check）・A（Action）という
マネジメントサイクルを回してスパイラルアップしていくことが多い。

（注）以下記載のマネジメントシステムでは、病院機能評価のみPDCAサイクルではない。

注１：ISOのTCはTechnical Committee（専門委員会）。ISO/IEC JTC1/SC27は情報技術とセキュリティ技術の合同専門委員会。
注２：CODEX委員会は国連の国連食糧農業機関（FAO）と世界保健機構（WHO）の合同機関。
注３：日本が独自に運用してきたISMSは、2005年10月にISO/IEC JTC1/SC27よりISO/IEC27001が発行されたことを受け、この国際規格へ移行した。
注４：ISO9001、ISO14001、ISMS、HACCPの審査登録機関は一部重複している。
注５：全病院数は9,014件。
資料：日本工業標準調査会、日本適合性認定協会、日本情報処理開発協会、農林水産省、日本医療機能評価機構の各々HP等から作成。

マネジメントシステム等
名称

ISO 9001 ISO 14001
ISMS

（ISO/IEC27001）

HACCP
（Hazard Analysis and Critical

Control Point）
病院機能評価

対象とするマネジメント
領域等

品質マネジメントシステム（品質管
理・品質保証）
（QMS：Quality Management
System）

環境マネジメントシステム
（EMS：Environmental
Management System）

情報セキュリティマネジメントシス
テム
（ISMS：Information Security
Management System）

食品衛生管理システム 病院施設の構造・体制・機能

基準 国際基準 国際基準 国際基準 国際基準 国内基準

発行者

ISO（国際標準化機構）/TC176 ISO/TC207 財団法人日本情報処理開発協会
(JIPDEC)
（合同専門委員会ISO/IEC
JTC1/SC27）

食品規格（CODEX）委員会

認定機関

財団法人日本適合性認定協会
（JAB）

JAB JIPDEC、JAB 財団法人、社団法人、協同組合
連合会など21機関（食品毎に事業
者団体が指定認定機関となる）

審査登録機関
株式会社、財団法人、社団法人な
ど54機関（2007年2月14日現在）

株式会社、財団法人、社団法人な
ど41機関（2007年2月14日現在）

株式会社、財団法人、社団法人な
ど23機関（2007年1月30日現在）

ISO審査登録機関と重複（機関数
は不明）

審査登録件数
43,308件（適合組織数、2007年2
月10日現在）

19,556件（適合組織数、2007年2
月10日現在）

1,987件（認証取得事業者、2007
年2月16日現在）

245件（高度化計画認定数、2007
年1月末現在）

2,299件（認定病院数、2007年1月
22日現在）

財団法人日本医療機能評価機構
（JCQHC）
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代表的なCRE関連の資格制度

○ CRE関連では、様々な資格制度が存在しており、それぞれが独自の特徴を有している。

資料：各実施主体のHP、ARES・巻島専務理事「不動産投資産業の意義と発展のための課題」（平成19年1月24日）等から作成。

資 格 制 度 名 称
認 定 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ ャ ー

（ C F M J ： C e r t if ie d  F a c i l it y  M a n a g e r  o f
J a p a n ）

認 定 マ ス タ ー
（ A R E S  C e r t if ie d  M a s t e r ）

M a s t e r  o f  C o r p o r a t e  R e a l E s t a t e
（ M C R ）

実 施 主 体

● 社 団 法 人 日 本 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 推
進 協 会 （ J F M A )
● 同 ニ ュ ー オ フ ィ ス 推 進 協 議 会 （ N O P A ）
● 同 建 築 ・ 設 備 維 持 保 全 推 進 協 会
（ B E L C A )

● 社 団 法 人 不 動 産 証 券 化 協 会 （ A R E S ） ● C o r e N e t  G lo b a l

目 的

● フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト （ F M ） に 関 わ る 新
た な 専 門 家 の 育 成 ・ 普 及
● 快 適 か つ 機 能 的 な フ ァ シ リ テ ィ の 継 続 的
供 給
● 企 業 理 念 の 具 現 化 及 び 経 営 目 標 の 達 成
● 健 全 な 社 会 資 本 の 形 成 へ の 貢 献

● 不 動 産 と 金 融 の 共 通 言 語 の 構 築
● 人 材 不 足 の 解 消
● 市 場 の 健 全 な 発 展 の た め の イ ン フ ラ （ リ ー
ダ ー の 育 成 、 信 頼 さ れ る 市 場 の 創 造 、 業 界 の
変 革 ス ピ ー ド を 速 く す る ）

● 企 業 パ フ ォ ー マ ン ス の 向 上
● 費 用 効 率 が 高 い ソ リ ュ ー シ ョ ン の 創 出
● 企 業 不 動 産 に 関 す る 知 識 の 向 上
● C R E 戦 略 に お い て 付 加 価 値 を 創 出 す る
代 替 案 の 開 発

資 格 の 対 象 者
● フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト に 携 わ る 全 て の
者

● 不 動 産 証 券 化 に 関 す る 高 度 な 専 門 知 識 と
高 い 職 業 倫 理 を 有 す る 者

● 企 業 不 動 産 に 関 す る 専 門 能 力 と ベ ス ト プ
ラ ク テ ィ ス の 獲 得 を 目 指 し て い る 企 業 幹 部
や 管 理 職

求 め ら れ る 知 識 ・ 能 力

● Ｆ Ｍ の 戦 略 ・ フ ァ シ リ テ ィ の 計 画 、 そ れ に 基 づ く
不 動 産 取 得 、 賃 貸 借 、 建 設 等 の プ ロ ジ ェ ク ト 管
理 、 そ し て 運 営 維 持 と 評 価 の 流 れ に 沿 っ た Ｆ Ｍ
業 務 に 関 す る 知 識 ・ 能 力
● Ｆ Ｍ の た め の 社 会 性 、 人 間 性 、 企 業 性 、 施
設 、 情 報 等 の 関 連 知 識
● Ｆ Ｍ を 支 え る 利 用 者 の 満 足 度 等 の 品 質 分 析 ・
評 価 、 運 営 費 、 投 資 等 の 財 務 分 析 ・ 評 価 、 需 要
対 応 ・ 施 設 利 用 度 等 の 供 給 分 析 ・ 評 価 、 そ し て
企 画 立 案 や プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 等 の 技 術

● 優 れ た 実 務 能 力
● 高 い 職 業 倫 理 意 識
● 市 場 の 発 展 を 担 う 使 命 感
● 幅 広 い ネ ッ ト ワ ー ク

● 企 業 不 動 産 の 戦 略 的 マ ネ ジ メ ン ト に 係 る
緊 急 か つ 重 要 な 意 思 決 定 を 行 う の に 必 要
な ス キ ル

資 格 認 定 要 件 ①
【 知 識 要 件 】

● フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ ャ ー 試 験 （ 1 日 ） に 合 格
し 登 録 を 受 け た 者 。

● マ ス タ ー 養 成 講 座 の 修 了
● W e b 講 義 と 修 了 試 験 か ら 成 る コ ー ス 1 （ 知 識
編 ） に 合 格 し な け れ ば 、 W e b 講 義 ・ レ ポ ー ト 提
出 ・ ス ク ー リ ン グ か ら 成 る コ ー ス 2 （ 演 習 編 ） を
受 講 で き な い 。

● ① 3 つ の 必 須 コ ー ス （ C R E フ ァ イ ナ ン ス 、
不 動 産 取 引 、 C R E と 経 営 戦 略 の 連 携 ） 、 ② 7
つ の コ ー ス （ 戦 略 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 、
ポ ー ト フ ォ リ オ マ ネ ジ メ ン ト 、 戦 略 的 ア ウ ト
ソ ー シ ン グ な ど ） の 中 か ら 2 つ 、 ③ 修 了 試
験 、 の 6 つ の セ ミ ナ ー を 少 な く と も 受 講 す る
必 要 が あ る 。 1 つ の コ ー ス に つ き 受 講 時 間
は 2 ～ 3 日 （ 使 用 言 語 は 英 語 ） 。

資 格 認 定 要 件 ②
【 実 務 経 験 要 件 】

● 金 融 業 あ る い は 不 動 産 業 等 に お け る 実 務
経 験 を 2 年 以 上 有 し て い る 者
● 申 請 者 は 勤 務 先 事 業 者 が 証 明 す る 「 実 務
経 験 証 明 書 」 の 提 出 が 必 要 。

・ 以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 者
● 企 業 不 動 産 に 関 す る 3 年 以 上 の 実 務 経
験 と 修 士 号 の 保 有
● 企 業 不 動 産 に 関 す る 5 年 以 上 の 実 務 経
験 と 学 士 号 の 保 有
● 企 業 不 動 産 に 関 す る 1 0 年 以 上 の 実 務 経
験

資 格 取 得 後 の 対 応

● 資 格 有 効 期 間 は 5 年 で あ り 、 資 格 更 新 に
は 更 新 講 習 の 課 程 修 了 が 必 要 。

● 認 定 か ら 5 年 毎 に 更 新 審 査 を 受 け る 必 要 が
あ る 。
● 継 続 教 育 （ 研 修 講 座 の 受 講 、 A R E S 内 外 で
の 委 員 ・ 講 師 ・ 執 筆 活 動 ） が 義 務 付 け ら れ る 。
ポ イ ン ト 加 算 に よ っ て 管 理 さ れ 、 マ ス タ ー は 一
定 の ポ イ ン ト を 毎 年 取 得 す る 必 要 が あ る （ 更
新 の 知 識 要 件 ） 。
● 更 新 の 倫 理 行 動 要 件 は ピ ア レ ビ ュ ー 等 に よ
る 。

● 企 業 不 動 産 に 関 す る 教 育 活 動 に 参 加 す
る 必 要 が あ る 。
● 資 格 有 効 期 間 は 3 年 。 M C R の 次 の ス テ ッ
プ と な る 「 S L C R 」 資 格 プ ロ グ ラ ム や グ ロ ー
バ ル ・ サ ミ ッ ト な ど 、 M C R 資 格 を 維 持 す る た
め の 専 門 的 な 教 育 機 会 が 用 意 さ れ て い
る 。

資 格 登 録 者 （ 累 計 ）
5 ,8 9 6 名 （ 2 0 0 6 年 9 月 末 現 在 ） 8 4 5 名 6 9 4 名

（注）上記のほか、日本では本年１月に設立されたCREマネジメント推進コンソーシアム（CREC）が、CRE
マネジメントシステムを支える「複合型人材」の育成に取り組む方針を表明している。
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米国弁護士事務所のCREｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ事例

○ 弁護士事務所Jones Dayの「企業不動産プログラム」は、土地所有権移転や賃貸借などに係る文書サー
ビスのほか、企業不動産の取引全般に係るカウンセリングを行う。

○ このため、必要に応じて不動産、建築、ファイナンス、税務、環境・エネルギー、法務・訴訟など適切な分
野の社内専門家の知恵と経験を融合してソリューションサービスを提供する。

○ このことにより、プラントやファシリティに関わる幅広い要求に応えた、最適なソリューション施策
の提言が可能となる。

【Jones Dayのサービス具体例】
●用地・設備の取得および処分 ●オフィス、工場、小売店、卸売／流通施設の賃貸 ●遊休施設の転貸・処分

●不動産仲介

・とくに近年ますます複雑化する権利の優先関係整理、仲介の「外注」、当事務所が業界をリードする国際仲

介サービス分野での交渉など

●従来型融資及びストラクチャード・ファイナンス、各種不動産投資市場商品の利用

●設計、建築、改装プロジェクト ●設計及び建設契約システムの整備、研修プログラムの構築

●伝統的もしくはそれに替わる紛争解決手法 ●環境計画・コンサルティング・管理

●税金対策

●コジェネ及び代替エネルギー利用プロジェクトの立案・計画

・戦略的アドバイスおよび規制緩和が進む環境下でのエネルギー・アウトソーシングを含む

●企業組織再編に役立つ不動産利用（M&A後の余剰設備処分戦略など） ●複合産業施設の分離・分割

●遊休不動産の処分を視野に置いた慈善活動
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不動産の取引価格情報の提供

○ 国土交通省では、不動産市場の透明化、取引の円滑化・活性化を図るため、平成
18年４月より土地取引の際に必要となる取引価格情報等の提供を開始。

平成１８年４月２７日より提供開始。アクセス件数は平成19年３月末までで約2300万件
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収益不動産市場（約７５兆）

市場全体の趨勢を表す指標

マーケットインデックス

市場全体の趨勢を表す指標

マーケットインデックス

ベンチマークインデックス

個々の不動産投資の成績の比較・評価
のための指標（ファンドの成績指標）

ベ
ン
チ
マ
ー
ク

サ
ー
ビ
ス

証券化市場（約２５兆）

Ｊ-ＲＥＩＴ（約4兆）

ベンチマーク

インデックス
ビジネス

価評定鑑

格
付
け
ビ
ジ
ネ
ス
等

＜データベースのイメージ＞

不動産鑑定士

投資家、金融機関等
資投

国土交通省等

ＥＤＩにより統一様式で
電子化した情報を提出

投資不動産鑑定評価データベース(仮称)

公的土地評価への市場

動向の反映等に使用

地価公示等

公的土地評価への市場

動向の反映等に使用

地価公示等

・市場分析など鑑定
評価の資料

･鑑定士の相互監視
機能による不当鑑
定の抑制

守秘義務を負う投
資家等の一定事項
の閲覧による監視

不当鑑定の抑制

不動産鑑定業者
コンサルタント業者等

一定の加工デー
タの使用契約

マ
ー
ケ
ッ
ト
動
向
の
的
確
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不動産鑑定評価情報を活用したデータベース構築の検討

○ 不動産証券化関連の不動産鑑定評価について、不動産鑑定士間の情報の共有化を図り、市場動向を的
確に捉えた鑑定評価や中立公平な鑑定評価を実現させるため、不動産鑑定評価の依頼主の理解と協力を
得つつ、国の主導により証券化案件に係る不動産鑑定評価のデータベースを作成することを検討。
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不動産ＥＤＩ（Electronic Data Interchange）とは、投資不動産に関する情報を、標準的電子コード、

フォーマットに統一し、業種・業界の枠を超えて、当該情報を電子的に交換できるようにする仕組み。

不動産ＥＤＩの整備促進

証券化対象不動産に係る鑑定評価基準の策定

不動産ＥＤＩとは

各種管理ソフトやＡＳＰサービスに働きかけ、不動
産関連のデータコードの統一を促進

不動産鑑定評価書

データコードの統一の促進

不動産投資ＤＣＦ基準対応
アプリケーション･ソフト

証券化対象不動産に係る鑑定評価基準の策定を通じた不動産ＥＤＩの整備

プロパティ・マネジメント用
アプリケーション･ソフト

国際標準対応･海外投資家
のアプリケーション･ソフト

標準化が可能に

データ収集コス
トの低減

取引判断の支援

不動産取引コ
ストの低減

統一様式に
よる出力

企業の会計計算等向け
のアプリケーション･ソフト

管理履歴情報の開示によ
る的確な不動産管理



ＲＥＩＴ株転換権付出資持分

→譲渡益課税の繰り延べ

アップリート税制のしくみ

アメリカにおける「アップリート（ＵＰＲＥＩＴ）」税制

原不動産所有者が不動産を現物出資した時に、株式転換時まで譲渡益課税を繰り延べる仕組み。
①不動産所有者は、不動産をＯＰに現物出資し、そのＲＥＩＴ株転換権付出資持分（有限責任）を取得

②原所有者が出資持分をＲＥＩＴ株式に転換した時に譲渡益課税

投資家

ＯＰ
（Operating Partnership)

不動産

ＲＥＩＴ

現物出資出資持分（無限責任）現金出資

原不動産
所有者

②ＲＥＩＴ株転換

→譲渡益課税

①

＜アップリートスキーム図＞

株式

現金

①

不動産

日本におけるアップリート税制導入について

・日本においても、今後譲渡益が発生する取引が増加することが予想

・アップリート税制の導入により、リートに対する現物出資を促進し、全

国不動産証券化底上げにつながる

・日本においては、信託、ＬＬＰ等を介する制度が考えられる

（百万円）
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一般事業法人の譲渡先別売却損益

出典：三菱UFJ信託銀行「不動産ﾏｰｹｯﾄﾘｻｰﾁﾚﾎﾟｰﾄVOL.18」
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図．CMEにおける不動産デリバティブの市場規模（米国）図．IPDインデックスを利用した不動産デリバティブの市場規模（英国）

諸外国における不動産デリバティブの現状

○ 米国や英国においては、不動産のリスクヘッジを可能とする各種不動産インデック
スを活用した不動産デリバティブが近年、急速な拡大傾向にある。

不動産の総合収益率とLIBOR（ロンドン銀
行間取引金利）等の金利を交換するスワッ
プ取引（トータルリターンスワップ

全米10都市と全米全体の住宅価格指数を
活用した住宅価格に対する先物とオプション
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合理的なCRE戦略実現に向け今後検討すべき政策

２．市場環境整備関連施策

１．企業経営関連施策
① CRE戦略の普及・啓発の促進

・ 官民連携した取組の展開
・ 先進事例紹介、表彰制度導入の検討

② CRE戦略のガイドライン等の作成
・ 手引き、ガイドラインの官民協力の下での作成

③ 人材の育成
・ 研修制度、人材育成プログラムの実施の促進

④ 一般事業法人のネットワーク作りの促進
・ 官民共同した取組の実施及び、諸外国の取組について調査・研究の実施

⑤ 新たな不動産ソリューションビジネスの成立支援
⑥ ITを活用した企業不動産情報の総合的な管理

・ オープンスタンダード技術の普及の促進

① 不動産市場の透明性の向上
・ 取引価格情報の充実・発展
・ 不動産鑑定評価データベースの整備の促進
・ 土地基本調査の充実等不動産概念の進化にあわせた様々な情報収集・提供の実施

② 不動産マネジメントに不可欠な情報システム構築のための基盤整備
・ 「不動産EDI」の整備の促進

③ リスク分散を効率的、効果的に可能とする環境整備
・ 事業用資産の買換特例や「アップリート税制」等CRE戦略を支える税制についての検討
・ 不動産デリバティブの導入について、証券化、金融等の専門的な視点に立った検討の実施
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CRE研究会の概要



１．研究会設置の趣旨
現在、企業が所有する土地・不動産は金額規模では約490兆円、面積規模では国土の

14％を占めるものとなっており、その動向は適正な地価の形成と土地の有効利用の実現
に非常に大きな影響を及ぼすものとなっている。
このため、現下における企業不動産の現状と課題を分析するとともに、今後のあるべ

き企業不動産の所有・利用戦略について検討する「企業不動産の合理的な所有・利用に
関する研究会（CRE研究会）」を土地・水資源局内に設置することとした。

１．研究会設置の趣旨１．研究会設置の趣旨
現在、企業が所有する土地・不動産は金額規模では約490兆円、面積規模では国土の

14％を占めるものとなっており、その動向は適正な地価の形成と土地の有効利用の実現
に非常に大きな影響を及ぼすものとなっている。
このため、現下における企業不動産の現状と課題を分析するとともに、今後のあるべ

き企業不動産の所有・利用戦略について検討する「企業不動産の合理的な所有・利用に
関する研究会（CRE研究会）」を土地・水資源局内に設置することとした。

２．審議の経過
平成18年12月26日 第１回研究会

・研究会設置の趣旨
・企業不動産の現状と課題について

平成19年１月29日 第２回研究会
・第１回研究会での議論の概要について
・ＣＲＥ戦略に関する国内外の現状について（各委員からの発表）

２月20日 第３回研究会
・企業における土地利用の現状について（委員からの発表）
・あるべき不動産マネジメント対策について（委員からの発表）
・ＣＲＥ戦略推進に向けた今後の取組方向について

３月27日 第４回研究会
・研究会報告書（案）について

２．審議の経過２．審議の経過
平成平成1818年年1212月月2266日日 第１回研究会第１回研究会

・・研究会設置の趣旨研究会設置の趣旨
・・企業不動産の現状と課題について企業不動産の現状と課題について

平成平成1919年１月年１月2299日日 第２回研究会第２回研究会
・第１回研究会での議論の概要について・第１回研究会での議論の概要について
・ＣＲＥ戦略に関する国内外の現状について（各委員からの発表）・ＣＲＥ戦略に関する国内外の現状について（各委員からの発表）

２月２月2020日日 第３回研究会第３回研究会
・企業における土地利用の現状について・企業における土地利用の現状について（（委員からの発表委員からの発表））
・あるべき不動産マネジメント対策について（委員からの発表）・あるべき不動産マネジメント対策について（委員からの発表）
・ＣＲＥ戦略推進に向けた今後の取組方向について・ＣＲＥ戦略推進に向けた今後の取組方向について

３月３月2727日日 第４回研究会第４回研究会
・研究会報告書（案）について・研究会報告書（案）について

企業不動産の合理的な所有・利用に関する研究会（CRE研究会）概要
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